
　戸塚区役所　（2023.9.26）

項目 対象となる方 担当窓口 連絡先

世帯主変更 世帯主であった方
※おひとり世帯もしくはおふたり世帯だった方は不要です

２階３番
戸籍課

登録担当
８６６－８３３５

国民健康保険 国民健康保険に加入していた方

介護保険 介護保険被保険者証を持っていた方

後期高齢者医療
後期高齢者医療被保険者証を
持っていた方

小児医療証
ひとり親家庭等医療証
重度障害者医療証

小児医療証、ひとり親家庭等医療証、
重度障害者医療証を持っていた方

□ 現在お持ちの医療証 ２階６番
保険年金課

保険係
８６６－８４５０

国民年金
年金制度に加入されている方
年金を受給されている方

□ 年金証書など
※一部の手続きのみ区役所で取り扱います。
※障害基礎年金受給者・遺族基礎年金受給者の方は
国民年金係２階５番窓口でご相談ください。

横浜西年金
事務所

横浜西年金事務所
８２０－６６５５

障害者手帳・手当等
（１８才以上）

身体障害者手帳または愛の手帳を持って
いた方・障害者関連手当てを受けていた
方

□
□
□

身体障害者手帳
愛の手帳（療育手帳）
各手当証書（受給者のみ）

２階９番
高齢・障害支援課

８６６－８４６３

障害者関連手当等
（１８才未満）

身体障害者手帳または愛の手帳を持って
いた方・障害児関連手当てを受けていた
方

□
□
□

身体障害者手帳　　　　　　※対象児童又は
愛の手帳（療育手帳）       保護者死亡の場合
各手当証書（受給者のみ）

２階８番
こども家庭支援課

８６６－８４６８

指定難病
特定医療費（指定難病）受給者証を持っ
ていた方

□ 特定医療費（指定難病）受給者証 ２階１０番
高齢・障害支援課

８６６－８４２９

精神保健福祉手帳を持っていた方 □ 精神保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院）受給者証を
持っていた方

□ 自立支援医療受給者証

児童手当
児童手当を受けていた方
これから請求者となる方

□
□

請求者の健康保険証のコピー
請求者名義の銀行預金通帳等
(未支払分がある場合、児童名義の預金口座が必
要です）

小児慢性特定疾病医療
受給者証

小児慢性特定疾病受給者証を
持っていた方

□ 小児慢性特定疾病医療受給者証

児童扶養手当
児童扶養手当を受けていた方
特別乗車券を持っていた方

担当窓口へお問い合わせください。

保育所や幼稚園等
保育所や幼稚園等を利用申請中の方
又は戸塚区の保育所等を利用中の方

□ 認定変更申請書 ２階８番
こども家庭支援課

８６６－８４６７

子育て応援金

令和５年４月１日以降に生まれた新生児
※令和４年４月１日～令和５年３月31日までに
生まれた新生児も対象になる場合あり。詳細
は問合せ先へ。

□
□

本人確認書類
振込先通帳またはキャッシュカード
※子育て応援金の案内チラシをお持ちでない方は、
担当窓口までお越しいただくか、コールセンターまで
お問い合わせください。

２階８番

こども家庭支援課
８６６－８４６６

横浜市出産・子育て応援
金コールセンター

0120-616-626
（平日9～17時）

敬老特別乗車証 敬老特別乗車証を持っていた方 □ 敬老特別乗車証

福祉特別乗車券 福祉特別乗車券を持っていた方 □ 福祉特別乗車券

福祉タクシー券 福祉タクシー券を持っていた方 □ 重度障害者福祉タクシー利用券

障害者自動車燃料券 障害者自動車燃料券を持っていた方 □ 障害者自動車燃料券

障害者有料道路割引
障害者有料道路割引を受けていた方
（ETCレーンの通行で割引を受けられてい
る方）

□ 障害者手帳

犬を飼っていた方
□ 犬の登録変更届

※詳細はお問い合わせください。
６階６４番

生活衛生課
環境衛生係

８６６－８４７６

バイク・軽自動車
□ 名義変更またはナンバープレートの返還

※詳細はお問い合わせください。
７階７１番

税務課軽自動車税担当
８６６－８３５８

市税の口座振替をご利用の方
□ ご利用口座の廃止手続きと今後の市税の納付方法

のご案内　※詳細はお問い合わせください
納税管理課

口座振替担当
６７１－３７４７

固定資産税が課税されていた方で、次の
１月１日までに相続登記が完了しないと見
込まれる方

□ 固定資産税現所有者申告書
※詳細については窓口でお問い合わせください。

７階７３番
税務課

固定資産税担当
866-8361・8368

２階１０番
高齢・障害支援課

８６６－８４２９

精神保健福祉

こども家庭支援課
８６６－８４６６

２階８番

６階６２番

　□被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証、
　　第二種健康診断受診者証
　□手当受給があった場合、手当証書
　□厚生労働大臣から認定疾病の認定を受けて
　　 いた場合、認定書
　□死亡診断書又は死体検案書
　□会葬御礼又は申立書等
　 （葬儀を行う方を確認するため）
　□葬祭料の振込先口座番号が確認できるもの

 ※1　運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)。その他については、お問い合わせください。
 ※   相続税の手続き及び土地家屋の名義変更については税務署・法務局にお問い合わせください。
　　 　相続税について…戸塚税務署（電話８６３－００１１）　   土地家屋の名義変更（登記簿）について…法務局戸塚出張所（電話８７１－３９１２）

手続き・必要となるもの

２階７番
保険年金課

保険係
８６６－８４４９

 □ 国民健康保険被保険者証
 □ 死亡日が確認できるもの
 □ 喪主の方及び葬祭日が確認できるもの
　　（会葬礼状または葬儀の領収書等）
 □ 葬祭費振込先預金口座が確認できるもの
 ※喪主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑（喪主
名で朱肉を使用するもの）が必要です。

 □ 介護保険被保険者証
 □ 死亡日が確認できるもの
※介護認定申請途中の方は高齢・障害支援課２階９番
窓口（電話866-8452）でご相談ください。

 □ 後期高齢者医療被保険者証
 □ 死亡日が確認できるもの
 □ 喪主の方及び葬祭日、亡くなられた方が確認できる
もの（会葬礼状または葬儀の領収書等）
 □ 葬祭費振込先預金口座が確認できるもの
 ※喪主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑（喪主
名で朱肉を使用するもの）が必要です。

福祉保健課
健康づくり係
８６６－８４２６

その他

 □ 住民票の世帯主変更届
 □ 窓口に来る方の本人確認資料 ※1

２階９番
高齢・障害支援課

８６６－８４６５

被爆者健康手帳を持っていた方被爆者


